
中野区非木造共同住宅及び緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成要綱 

２００６年４月１日中野区要綱１７６号 

２００７年４月１日中野区要綱７９号改正 

          ２００９年４月１日中野区要綱１１８号改正 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、非木造共同住宅及び緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診

断に係る費用を助成することにより、地震に対する非木造共同住宅及び緊急

輸送道路等沿道建築物の安全性の向上、地震発生時における建築物の倒壊に

よる道路の閉塞の防止並びに広域的な避難路及び輸送路の確保を図り、もっ

て災害に強い安全で安心なまちづくりに資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 非木造共同住宅 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリー

ト造の共同住宅（緊急輸送道路等沿道建築物に該当するものを除く。）を

いう。 

⑵ 緊急輸送道路等 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律

第１２３号）第５条第３項第１号の規定により東京都耐震改修促進計画に

記載された道路をいう。 

⑶ 緊急輸送道路等沿道建築物 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋

コンクリート造の建築物の耐震改修の促進に関する法律第６条第３号に掲

げる建築物で、その敷地が緊急輸送道路等に接するものをいう。 

⑷ 耐震診断 予測される大地震に対して必要とされる耐震性能を建築物が

有しているかどうかを次のアからウまでに掲げる当該建築物の構造に応じ

て、当該アからウまでに定める方法その他区長が認める方法により調査し、

当該建築物の耐震性能を判定することをいう。 

ア 鉄骨造 耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐

震改修指針・同解説（平成１０年２月財団法人日本建築防災協会発行）

の診断の方法 

イ 鉄筋コンクリート造 ２００１年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築

物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説（平成１４年１月財団法人日

本建築防災協会発行）の第２次診断法 

ウ 鉄骨鉄筋コンクリート造 改訂版既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物

の耐震診断基準・改修設計指針・同解説（平成９年２月財団法人日本建

築防災協会発行）の第２次診断法 

⑸ 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年



法律第１４９号）第２条第３号に規定する管理組合をいう。 

（助成対象建築物） 

第３条 助成対象建築物は、区内の非木造共同住宅若しくは緊急輸送道路等沿

道建築物で、次に掲げる要件に該当するもの又は区長が特に必要と認めるも

のとする。 

⑴ 耐火建築物又は準耐火建築物であること。 

⑵ 昭和５６年５月３１日以前に建築に着工したものであること。 

⑶ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）及びこれに基づく命令の規定

（地震に対する安全性に係る規定で、同法第３条第２項の規定により当該

助成対象建築物に適用しないものを除く。）に適合していること。 

⑷ 耐震診断に必要な当該助成対象建築物の設計図書に不備がないこと。 

（助成対象者） 

第４条 助成対象者は、助成対象建築物の所有者（当該助成対象建築物に２以

上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）

第２条第２項に規定する区分所有者をいう。）がいる場合にあってはその管

理組合又は当該区分所有者の全員の同意を得て当該区分所有者のうちから選

任された者、当該助成対象建築物に共有者がいる場合にあっては当該共有者

の全員の同意を得て当該共有者のうちから選任された者）で、当該助成対象

建築物の耐震診断を受けるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認める者を助成対象者とす

ることができる。 

（助成金の額等） 

第５条 助成金の額は、耐震診断に係る費用の額とする。ただし、次の各号に

掲げる助成対象建築物の区分に応じて、当該各号に定める額を限度とする。 

 ⑴ 延べ面積（店舗等の住宅以外の部分の面積が延べ面積の２分の１以上の

非木造共同住宅の場合は、住宅部分の面積に限る。以下同じ。）が８００

平方メートル未満の建築物 当該建築物の延べ面積に２，０００円を乗じ

て得た額 

⑵ 延べ面積が８００平方メートル以上１，１００平方メートル未満の建築

物 １，６００，０００円 

⑶ 延べ面積が１，１００平方メートル以上１，６００平方メートル未満の

建築物 当該建築物の延べ面積に１，５００円を乗じて得た額 

⑷ 延べ面積が１，６００平方メートル以上２，４００平方メートル未満の

建築物 ２，４００，０００円 

⑸ 延べ面積が２，４００平方メートル以上５，０００平方メートル未満の

建築物 当該建築物の延べ面積に１，０００円を乗じて得た額 



⑹ 延べ面積が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満

の建築物 当該建築物の延べ面積のうち５，０００平方メートルを超える

部分の面積に５００円を乗じて得た額に５，０００，０００円を加えた額 

⑺ 延べ面積が１０，０００平方メートル以上の建築物 ７，５００，００

０円 

２ 前項の助成金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てる。 

３ 助成金の交付は、同一の助成対象建築物につき１回限りとする。 

（申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、当該助成対象建築物の耐震診断

を実施する前に、非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成

金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しな

ければならない。 

⑴ 当該助成対象建築物の建築確認に係る確認通知書の写し（当該確認通知書

がない場合にあっては、当該確認通知書の交付年月日を確認することができ

る書類） 

⑵ 当該助成対象建築物の登記事項証明書 

⑶ 当該助成対象建築物の耐震診断に係る費用の見積書 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、助成金の交付

を決定したときは非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成

金交付決定通知書（第２号様式）により、助成金の不交付を決定したときは

非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金不交付決定通知

書（第３号様式）により、申請者に通知する。 

（変更申請） 

第８条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、当該非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助

成金交付申請書に記載された内容を変更しようとするときは、非木造共同住

宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金変更申請書（第４号様式）に

より区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該変更を承認し

たときは、非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金変更

承認通知書（第５号様式）により当該交付決定者に通知する。 

（着手届） 

第９条 交付決定者は、速やかに当該助成対象建築物の耐震診断に着手し、そ



の旨を非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断着手届（第６号

様式）により区長に届け出なければならない。 

 （中止届） 

第１０条 交付決定者は、当該助成対象建築物の耐震診断を中止しようとする

ときは、非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断中止届（第７

号様式）により区長に届け出なければならない。 

 （完了報告） 

第１１条 交付決定者は、当該助成対象建築物の耐震診断が完了したときは、

非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断完了報告書（第８号様

式）に次に掲げる書類を添付して、区長に報告しなければならない。 

⑴ 当該耐震診断の結果が確認できる書類の写し 

⑵ 当該耐震診断に係る費用の明細書の写し 

⑶ 当該耐震診断に係る費用の領収書の写し 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

 （助成金の額の確定） 

第１２条 区長は、前条の規定による報告があったときは、助成金の額を確定

する。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、非木造共同住宅・

緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金額確定通知書（第９号様式）によ

り当該交付決定者に通知する。 

 （請求） 

第１３条 前条第２項の規定による通知を受けた者は、速やかに非木造共同住

宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金交付請求書（第１０号様式）

により区長に助成金の交付を請求しなければならない。 

（決定の取消し） 

第１４条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定又は額の確定を受けた

とき。 

⑵ 前号に揚げるもののほか、この要綱に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し

たときは、非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成金交付

決定取消通知書（第１１号様式）により当該交付決定者に通知する。 

 （補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

第１号様式～第１１号様式 (別紙) 



   附 則 

 この要綱は、２００６年１０月１日から施行する。 

附 則（２００７年５月１日要綱第７９号） 

１ この要綱は、２００７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の中野区非木造共同住宅耐震診断助成要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金

の交付を申請した場合については、なお従前の例による。 

附 則（２００９年４月１日要綱第１１８号） 

１ この要綱は、２００９年４月１日から施行する。 


